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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
１．業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2017年６月14日の取締役会にて、以下のように業務の
適正を確保するために体制整備の基本方針（内部統制システムの整備に関する基本方針）を定めており
ます。概要は次のとおりであります。
⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
①　「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び使用人への周知・徹底を行う。
②　当社の取締役及び使用人は「コンプライアンス管理規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵
守した行動をとる。

③　コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報窓口に関する規程」を
制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努
めている。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者等の保
護義務を定めている。

④　「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、取締役及び使用人
の職務の執行が適切に行われているか検証する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
（会社法施行規則第100条第１項第１号）
①　「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類の適切な
保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。

②　不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業機密管理規程」及び「個
人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。
③　各法令及び金融商品取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）
①　当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を
制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムの構築に努める。
②　「リスク管理委員会」を原則として年４回開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、リ
スクへの対策を検討する。
③　緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発
防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号）
①　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、１ヵ月に１回開催するほか、必要に応じて随時開催す
る。

②　意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規
程」に従って、効率的に職務の執行を行う。
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⑸　当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号）
①　当社では、「関係会社管理規程」において、当社による子会社の管理に係る業務、子会社から当
社への協議・承認事項及び報告事項を定め、子会社に対して適切な管理を行う。

②　子会社は当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果については社長及び担当
役員に報告がなされる。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長及び担当役員は子会社に
対して指導または勧告を行う。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第１号及び第２号）
①　監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、人数及び権限等
を決定し、任命する。
②　当該使用人の人事評価・異動については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用
人の取締役からの独立性を確保する。

⑺　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号）
①　取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反
する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告する。

②　取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
③　内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。

⑻　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第３項第７号）
①　取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査室との連携が図れる環境の整備により、
取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。

②　監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

⑼　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一
切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

⑽　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出
に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続
的に評価し、必要な是正を行うこととする。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、以下の具体的な取り組みを行って
おります。
⑴　重要な会議の開催状況
　当事業年度において、毎月１回以上取締役会を開催し、各議案についての十分な審議や取締役の業
務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。
⑵　コンプライアンス・リスク管理に関する取り組み
　コンプライアンス意識の徹底を図るため、定期的に教育を実施しております。また、内部監査室で
は、法令、定款、社内規程等の遵守状況を監査項目に加え、会社の業務が適切に行われているかの内
部監査を実施しております。リスク管理の観点からは、四半期毎にリスク管理委員会を開催し、コン
プライアンス違反行為等を把握するため内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為等が発生し
た場合には防止対策の策定、全社に向けた注意喚起を実施しております。
⑶　監査役の監査体制
　当事業年度において毎月１回以上監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた
監査を実施しております。また、当事業年度において開催された取締役会への出席のほか、その他の
重要な会議への出席を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。監査役会は、監査の実
効性を高めるため、内部監査室及び監査法人と定期的に意見・情報交換を実施し監査の実効性を高め
ております。

⑷　財務報告に係る信頼性の確保に対する取り組み
　当社グループの財務報告に係る内部統制の強化については、適正な財務書類の作成に向けてその体
制の強化を図り、法令遵守やリスク管理についての教育を行っております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社
・連結子会社の名称 株式会社国徳工業

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　その他有価証券
時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産
（イ）商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）を採用しております。

（ロ）未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理しており
ます。

ロ　無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。

ハ　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しておりま
す。

ロ　賞与引当金
　従業員への賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。
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建物及び構築物 112,027千円
機械装置及び運搬具 389千円
土地 543,701千円

計 656,117千円

１年内返済予定の長期借入金 49,913千円
長期借入金 31,707千円

計 81,620千円

有形固定資産の減価償却累計額 1,949,905千円

受取手形
電子記録債権

4,402千円
462千円

ニ　受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えて、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積
ることが可能なものについて、その損失見込み額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上は、工事完成基準を適用しております。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

担保付債務は、次のとおりであります。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額

⑶　最終処分場勘定
　最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分を行う目的で取得した土地代金、当該土地取得に要した費用、建
設費用及び資産除去債務に対する除去費用を計上しております。また、当該勘定科目は廃棄物の埋立量により償却
しております。

⑷　期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしておりま
す。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれてお
ります。
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　当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額
　借入実行残高

1,000,000千円
100,000千円

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 1,713,600 － － 1,713,600

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 18,233 125 － 18,358

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配当金の
総額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年3月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 76,285千円 45円 2021年12月31日 2022年3月30日

⑸　当座貸越契約及びコミットメントライン契約
　当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行と当座貸越契約及びコミットメント
ライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであ
ります。

　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,000千円

⑹　同一の工事契約に係るたな卸資産及び受注損失引当金の表示
　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで計上しており
ます。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注損失引当金に対応する額は10,815千
円であります。

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前
の株式数で記載しております。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．単元未満株式の買取により125株増加しております。
２．2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分

割前の株式数で記載しております。

⑶　剰余金の配当に関する事項
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当
額は、当該株式分割実施前の株式数を基準とした金額を記載しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴　現金及び預金 1,971,588 1,971,588 －

⑵　受取手形及び売掛金 745,569 745,569 －

⑶　完成工事未収入金 104,782 104,782 －

⑷　投資有価証券 428,267 428,267 －

資産計 3,250,207 3,250,207 －

⑴　買掛金 353,956 353,956 －

⑵　工事未払金 93,672 93,672 －

⑶　短期借入金 100,000 100,000 －

⑷　未成工事受入金 107,324 107,324 －

⑸　長期借入金（１年内返済予定も含む） 332,161 332,239 78

⑹　リース債務（１年内返済予定も含む） 126,867 127,225 357

⑺　未払金 111,775 111,775 －

⑻　未払法人税等 229,324 229,324 －

負債計 1,455,082 1,455,518 436

４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主に設備投資に必要な資金の調達を目的として、銀行等金融機関からの借入により
資金を調達しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバティ
ブ取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である買掛金及び工事未払金は、支払期日が１年以内となっております。短期借入金、長期
借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。その
うち一部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
【信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理】

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取引先の状況を定期的に
モニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

【市場リスクの管理】
　当社グループは、投資有価証券について定期的に時価や発行体の財務状況などを把握することによ
り、管理しております。

【資金調達に係る流動性リスクの管理】
　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成、更新することで、流動
性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあ
ります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,971,588 － － －

受取手形及び売掛金 745,569 － － －

完成工事未収入金 104,782 － － －

合計 2,821,940 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 100,000 － － － － －

長期借入金 229,782 67,845 21,474 8,760 4,300 －

リース債務 34,814 37,442 27,076 27,534 － －

⑴　１株当たり純資産額 1,067円24銭
⑵　１株当たり当期純利益 150円27銭

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産

⑴現金及び預金、⑵受取手形及び売掛金、⑶完成工事未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

⑷投資有価証券
　投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。

負　債
⑴買掛金、⑵工事未払金、⑶短期借入金、⑷未成工事受入金、⑺未払金、⑻未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

⑸長期借入金（１年内返済予定も含む）、⑹リース債務（１年内返済予定も含む）
　これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入、またはリース取引を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた現在価値により算出しております。

２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

３．有利子負債の連結決算日後の返済予定額

５．１株当たり情報に関する注記

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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前連結会計年度
2020年12月31日

当連結会計年度
2021年12月31日

１株当たり純資産額 884.29円 1,067.24円

前連結会計年度
自　2020年 １月 １日
至　2020年12月31日

当連結会計年度
自　2021年 １月 １日
至　2021年12月31日

１株当たり当期純利益 84.46円 150.27円

現行定款 変更後定款
（発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数は、
640万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、

1,280万株とする。

６．重要な後発事象に関する注記
（株式分割）

2021年11月12日開催の取締役会の決議に基づき、2022年1月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の
部変更を行っております。

⑴　株式の分割
①　株式分割の目的

　株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と市場流動性の向上を
目的とするものです。

②　株式分割の概要
１．分割の方法
　2021年12月31日（当日は休日につき、実質的には2021年12月30日（木））を基準日として、同日最
終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いた
します。
２．分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数　　　　1,713,600株
今回の分割により増加する株式数　　1,713,600株
株式分割後の発行済株式総数　　　　3,427,200株
株式分割後の発行可能株式総数　　 12,800,000株

③　分割の日程
基準日公告　　　　　　2021年12月14日（火曜日）
基準日　　　　　　　　2021年12月31日（金曜日）
効力発生日　　　　　　2022年１月１日（土曜日）

④　１株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりで

あります。

⑵　株式分割に伴う定款の一部変更
①　定款変更の理由

　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2022年１月１日をもって当社定款第６
条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

②　定款変更の内容
変更内容は以下のとおりであります。

　　（下線は変更箇所を示しております。）

③　定款変更の日程
効力発生日　　　　　　2022年１月１日
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社株式

移動平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。
時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を
採用しております。

②　未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお
ります。

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理しております。
②　無形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

③　リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
同一の方法を採用しております。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③　退職給付引当金
　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤　受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えて、将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可
能なものについて、その損失見込み額を計上しております。

⑸　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　完成工事高及び完成工事原価の計上は、工事完成基準を適用しております。
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建物 112,027千円
機械及び装置 389千円
土地 543,701千円
計 656,117千円

１年内返済予定の長期借入金 49,913千円
長期借入金 31,707千円
計 81,620千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,669,485千円

受取手形
電子記録債権

4,402千円
462千円

短期金銭債権 142千円
短期金銭債務 2,121千円

　当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額
　借入実行残高

1,000,000千円
100,000千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 78千円
仕入高 1,928千円
外注費 102,954千円

⑹　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務
①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

⑶　期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしておりま
す。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれておりま
す。

⑷　関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。

⑸　当座貸越契約及びコミットメントライン契約
　当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関３行と当座貸越契約及びコミットメント
ライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,000千円

⑹　同一の工事契約に係るたな卸資産及び受注損失引当金の表示
　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで計上して
おります。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注損失引当金に対応する額は
850千円であります。

３．損益計算書に関する注記
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株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末

普 通 株 式 （ 株 ） 18,233 125 － 18,358

繰延税金資産
未払事業税 10,804千円
賞与引当金 4,669千円
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
減価償却超過額
資産除去債務

4,352千円
79,764千円
10,037千円
9,022千円

その他 14,060千円
繰延税金資産小計 132,711千円
評価性引当額 △107,897千円
繰延税金資産合計 24,814千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △6,995千円
その他有価証券評価差額金 △49,211千円
繰延税金負債合計 △56,207千円
繰延税金負債の純額 △31,393千円

⑴　１株当たり純資産額 960円74銭
⑵　１株当たり当期純利益 139円17銭

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

（注）１．単元未満株式の買取により125株増加しております。
２．2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分

割前の株式数で記載しております。

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

６．１株当たり情報に関する注記

（注）2022年１月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株
式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

７．その他の注記
　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比率の表示桁未満は、四捨五入して表示しております。

８．重要な後発事象に関する注記
　重要な後発事象に関する注記については、「連結注記表６．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載
しておりますので、注記を省略しております。
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